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【現行】 

 

第１１条 （役員の任期） 

１．  役員の任期は３年とし、再任を妨げない。 

 

 

 

 

 

 

【改正案】 

 

第１１条 （役員の任期） 

１．  役員の任期は３年とし、その就任の条件について

は別に細則で定める。 

 

第２９条 （附則） 

 １３． 本規約は令和７年４月１９日一部改正のうえ即日

実施する。 


